
 

○さいたま市国民健康保険条例 

平成13年５月１日 

条例第185号 

（市が行う国民健康保険の事務） 

第１条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定め

るところによる。 

（一部改正〔平成30年条例49号〕） 

（国民健康保険運営協議会） 

第２条 国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）第11条第２項に規定する協

議会の名称は、さいたま市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）とする。 

２ 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。 

(1) 被保険者を代表する委員 ８人 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ８人 

(3) 公益を代表する委員 ８人 

（一部改正〔平成17年条例176号・20年10号・30年49号〕） 

（規則への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

（被保険者としない者） 

第４条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する措置により、児童福祉施設に入所している

児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法

（明治29年法律第89号）の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。 

（全部改正〔令和３年条例28号〕） 

（一部負担金の特例） 

第５条 被保険者は、往診又は歯科訪問診療（以下「往診等」という。）の給付を受ける場合にお

いて、当該往診等が健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第２項（同法第149条において準用

する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第71条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法の規程中規則で定

める規定に該当するものであるときは、当該往診等の給付に要する費用のうち当該往診等が当該

規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、法第42条第１項の規定にかか

わらず、一部負担金を支払うことを要しない。 

（一部改正〔平成14年条例63号・18年35号・45号・20年23号・22年16号・30年49号〕） 

（出産育児一時金） 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金

として48万8,000円を支給する。ただし、規則で定める出産については、48万8,000円に３万円を

超えない範囲内で規則で定める額を加算した額を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保

険法（昭和14年法律第73号）、国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号。他の法律において

準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。）又は地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第

152号）の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

（一部改正〔平成18年条例55号・20年10号・60号・22年16号・23年８号・26年86号・令和

２年27号・３年50号・５年10号〕） 

（葬祭費） 

第７条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として５万円を支給す

-104-



 

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国

家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ

り、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

（一部改正〔平成18年条例55号・20年10号・22年16号〕） 

（規則への委任） 

第８条 前３条に規定するもののほか、保険給付に関し必要な事項は、規則で定める。 

（保健事業） 

第９条 市は、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行うものとする。 

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定

による特定保健指導 

(2) 健康診査 

(3) 前２号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業 

２ 市は、その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行うものとする。 

（一部改正〔平成20年条例10号〕） 

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。 

（国民健康保険税） 

第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。 

（一部改正〔平成20年条例10号〕） 

（罰則） 

第12条 世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を

し、又は同条第３項若しくは第４項の規定による被保険者証の返還の求めに応じないときは、10

万円以下の過料に処する。 

（一部改正〔平成20年条例10号〕） 

第13条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なく、法第113条の規定による文書その他の物件

の提出若しくは提示の命令に従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、

若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。 

（一部改正〔平成20年条例10号〕） 

第14条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処する。 

（一部改正〔平成20年条例10号〕） 

第15条 前３条の過料の額は、情状により、市長が定める。 

２ 前３条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日

から起算して10日以上を経過した日とする。 

（一部改正〔平成20年条例10号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支

給については、合併前の浦和市国民健康保険条例（昭和34年浦和市条例第６号）、大宮市国民健

康保険条例（昭和34年大宮市条例第14号）又は与野市国民健康保険条例（昭和34年与野市条例第

１号）（以下「合併前の条例」という。）の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。 
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３ この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による

ものとする。 

（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

５ 岩槻市の編入の日（次項及び附則第７項において「編入日」という。）の前日までに出産した

者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、編入前の岩槻市国民健

康保険条例（昭和34年岩槻市条例第２号。以下「編入前の岩槻市条例」という。）の出産育児一

時金又は葬祭費の例によるものとする。 

（追加〔平成17年条例88号〕） 

６ 前項に規定するもののほか、編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

（追加〔平成17年条例88号〕） 

７ 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（追加〔平成17年条例88号〕） 

（新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金） 

８ 給与等（所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康

保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険

者が療養のため労務に服することができないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以

下同じ。）に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる

ときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日か

ら労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当

金を支給する。 

（追加〔令和２年条例27号〕、一部改正〔令和３年条例28号〕） 

９ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続し

た３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額（その額に、５円未満の端数がある

ときは、これを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるもの

とする。）の３分の２に相当する金額（その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り

捨て、50銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。）とする。

ただし、健康保険法第40条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分

の１に相当する額（その額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上10円未

満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（そ

の金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上１円未満の端数があるとき

は、これを１円に切り上げるものとする。）を超えるときは、その金額とする。 

（追加〔令和２年条例27号〕） 

10 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないものとする。 

（追加〔令和２年条例27号〕） 

11 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症

の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これ

を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与

等の額が、附則第９項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 
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（追加〔令和２年条例27号〕） 

12 附則第８項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員

保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律

の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

（追加〔令和２年条例27号〕） 

13 附則第８項から前項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から同年

12月31日以後の規則で定める日までの間に属する場合の傷病手当金の支給について、適用する。 

（追加〔令和２年条例27号〕、一部改正〔令和２年条例44号〕） 

附 則（平成14年９月30日条例第63号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年10月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成15年４月１日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険条例の規定は、同条の規定の施行の日以

後の一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険条例の規定は、同条の規定の施行の日以

後の一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。 

（さいたま市学校災害救済給付金条例の一部改正） 

４ さいたま市学校災害救済給付金条例（平成13年さいたま市条例第118号）の一部を次のように改

正する。 

（次のよう略） 

（さいたま市心身障害者医療費支給条例の一部改正） 

５ さいたま市心身障害者医療費支給条例（平成13年さいたま市条例第168号）の一部を次のように

改正する。 

（次のよう略） 

（さいたま市乳幼児医療費支給条例の一部改正） 

６ さいたま市乳幼児医療費支給条例（平成13年さいたま市条例第298号）の一部を次のように改正

する。 

（次のよう略） 

（さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部改正） 

７ さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例（平成13年さいたま市条例第180号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（次のよう略） 

（さいたま市保健所条例の一部改正） 

８ さいたま市保健所条例（平成13年さいたま市条例第309号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成17年３月25日条例第88号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年６月27日条例第176号） 

この条例は、平成17年８月７日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日条例第35号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年６月26日条例第45号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年９月22日条例第55号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例第６条第１項及び第７条第１項の規定は、

この条例の施行の日以後に出産し、又は死亡した被保険者に係る出産育児一時金又は葬祭費の支

給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に係る出産育児一時金又は葬祭費の

支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成18年12月22日条例第71号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例第４条第２号の規定は、平成18年10月１

日から適用する。 

附 則（平成20年３月18日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成27年３月31日までの間においては、この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例

第２条に規定する協議会の委員については、同条各号に掲げるもののほか、被用者保険等保険者

を代表する委員２人を加えることができる。 

附 則（平成20年３月31日条例第23号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年12月24日条例第60号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例第６条第１項ただし書の規定は、この条

例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出

産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成21年３月17日条例第17号） 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年７月17日条例第27号） 

この条例は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月25日条例第16号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月９日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例第６条第１項の規定は、この条例の施行

の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被

-108-



 

保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年12月22日条例第86号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例第６条第１項の規定は、この条例の施行

の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被

保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年７月５日条例第49号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年４月14日条例第27号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例の規定

は、令和２年１月１日から適用する。 

附 則（令和２年９月17日条例第44号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年７月７日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月24日条例第50号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例第６条第１項の規定は、この条例の施行

の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被

保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月13日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険条例第６条第１項の規定は、この条例の施行

の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被

保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 
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○さいたま市国民健康保険条例施行規則 
平成13年５月１日 

規則第129号 
第１章 総則（第１条） 
第２章 さいたま市国民健康保険運営協議会（第２条―第８条） 
第３章 被保険者（第９条・第10条） 
第４章 保険給付（第11条―第44条） 
第５章 特定健康診査及び特定保健指導（第45条・第46条） 
附則 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市国民健康保険条例（平成13年さいたま市条例第185号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
第２章 さいたま市国民健康保険運営協議会 

（改称〔平成30年規則69号〕） 
（所掌事項） 

第２条 条例第２条第１項に規定するさいたま市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）

は、次に掲げる事項について審議するものとする。 
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項 
(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項 
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項 
(4) 保健事業の実施に関する事項 
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要なものと認める事項 

（一部改正〔平成30年規則69号〕） 
（委員の委嘱） 

第３条 協議会の委員は、市長が委嘱する。 
２ 委員が辞職をしようとするときは、市長に申し出なければならない。 

（会長及び副会長） 
第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 
第５条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。 
２ 協議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
（書記） 

第６条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。 
２ 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。 

（会議録） 
第７条 会長は、会議録を調製しなければならない。 
２ 会長は、会議の結果を、市長に報告しなければならない。 

（その他） 
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第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
第３章 被保険者 

（被保険者の資格に係る様式等） 
第９条 被保険者の資格に係る届出書等は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。）第２条、第４

条及び第８条から第12条までの規定により提出する届書 住民異動届 
(2) 省令第３条及び第13条の規定により提出する届書 国民健康保険被保険者異動届（様式第１

号） 
(3) 省令第５条の規定により提出する届書 国民健康保険法第116条該当・非該当届（様式第３

号） 
(4) 省令第５条の２の規定により提出する届書 国民健康保険法第116条の２該当・非該当及び

継続住所変更届（様式第４号） 
(5) 省令第５条の４第１項又は第２項の規定により提出する届書 介護保険法施行法第11条第

１項（適用除外に関する経過措置）該当・非該当届（様式第６号） 
(6) 省令第７条第１項（第７条の３の規定により準用される場合を含む。）又は第７条の４第４

項の規定により提出する申請書 国民健康保険被保険者証（被保険者資格証明書）・高齢受給

者証再交付申請書（様式第８号） 
(7) 省令附則第５条及び第６条の規定により提出する届書 退職被保険者等該当・非該当及び届

出事項変更届（様式第８号の２） 
２ 前項第２号から第７号までの規定により届書又は申請書を提出するときは、市長が当該事実を

確認できる場合を除き、事実を証する書類を当該届書又は申請書に添付しなければならない。 
（一部改正〔平成15年規則53号・19年75号・20年63号・27年123号・30年44号〕） 

（被保険者証の更新） 
第10条 省令第７条の２第１項の規定による被保険者証の更新は、毎年８月１日に行うものとする。 
２ 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、被保険者証の更新時期を繰り

上げ、又は繰り下げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険

者証に記載した期限とする。 
（一部改正〔令和元年規則29号〕） 

第４章 保険給付 
（一部負担金の減免又は徴収猶予） 

第11条 国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）第44条第１項に規定する

特別の理由がある者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となったものとする。 
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは重度の身体障害者と

なり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく

減少したとき。 
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 
(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

２ 法第44条第１項第３号の規定による徴収猶予の期間は、６月の範囲内とする。 
（一部改正〔平成23年規則54号〕） 

（一部負担金の減免又は徴収猶予の申請） 
第12条 法第44条第１項の規定による減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主

は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予（変更）申請書（様式第９号）を市長に提出
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しなければならない。 
（一部改正〔平成23年規則54号〕） 

（一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知） 
第13条 市長は、法第44条第１項の規定による減免又は徴収猶予の可否を決定したときは、速やか

に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認（不承認）決定通知書（様式第10号）によ

り当該申請者に通知するものとする。 
２ 市長は、法第44条第１項の規定による減免又は徴収猶予の承認の決定をしたときは、当該申請

者に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書（様式第11号）を交付しなければなら

ない。 
（一部改正〔平成23年規則54号〕） 

（一部負担金等の差額の支給申請） 
第14条 法第56条第２項の規定により、一部負担金等の差額の支給を受けようとする被保険者は、

国民健康保険一部負担金差額支給申請書（様式第12号）を市長に提出しなければならない。 
（一部負担金の特例） 

第14条の２ 条例第５条の規則で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１第２章第２部第１節の往診

料の項注４の規定 
(2) 診療報酬の算定方法別表第２第２章第２部の歯科訪問診療料の項注７の規定 

（追加〔平成22年規則17号〕） 
（限度額適用等認定の申請） 

第15条 省令第26条の３第１項、第27条の14の２第１項、第27条の14の４第１項及び第27条の14
の５第１項の規定により提出する申請書は、国民健康保険（限度額適用、標準負担額減額、限度

額適用・標準負担額減額）認定申請書（様式第13号）によるものとする。 
（一部改正〔平成18年規則152号・19年75号・30年84号〕） 

（限度額適用等認定申請の却下の通知） 
第16条 市長は、限度額適用、標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額認定の申請につい

て却下の決定をしたときは、国民健康保険（限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負

担額減額）認定申請却下通知書（様式第14号）により当該申請者に通知しなければならない。 
（一部改正〔平成18年規則152号・19年75号〕） 

（食事療養標準負担額減額差額の支給申請） 
第17条 省令第26条の５第２項の規定により提出する申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額

減額差額支給申請書（様式第15号）によるものとする。 
（一部改正〔平成18年規則152号〕） 

（国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額

支給申請書） 
第17条の２ 省令第27条の14の５第６項の規定により提出する申請書及び国民健康保険限度額適

用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために国民健康保険法施行令（昭和

33年政令第362号）第29条の４第１項第２号イ若しくはロ又は第３号イ、ロ、ハ若しくはニに掲

げる額を支払った場合における同項第２号ハ若しくはニ又は第３号ホを超える額の支給申請は、

国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給申請書（様式第15号の２）によるものとする。 
（追加〔平成15年規則53号〕、一部改正〔平成18年規則152号・19年75号・30年84号〕） 

（食事療養標準負担額減額差額支給申請の支給決定等の通知） 
第18条 市長は、食事療養標準負担額減額差額の支給の可否を決定したときは、食事療養標準負担
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額減額差額支給決定兼支払通知書（様式第16号）又は国民健康保険食事療養標準負担額減額差額

不支給決定通知書（様式第17号）により当該申請者に通知しなければならない。 
（一部改正〔平成18年規則152号〕） 

（限度額適用・標準負担額差額支給申請の支給決定等の通知） 
第18条の２ 市長は、一部負担金限度額適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額差額

の支給の可否を決定したときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給決定兼支払通知

書（様式第16号の２）又は国民健康保険限度額適用・標準負担額差額不支給決定通知書（様式第

17号の２）により当該申請者に通知しなければならない。 
（追加〔平成15年規則53号〕、一部改正〔平成18年規則152号〕） 

（療養費支給申請書の様式） 
第19条 省令第27条第１項の規定により提出する療養費支給申請書は、国民健康保険療養費支給申

請書（様式第18号）とする。 
２ 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又は契約により受領委任の取扱いをする場合の療

養費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、当該協定又は契約に定める柔道整復施術療

養費支給申請書又はこれに準じる様式によるものとする。 
３ はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費につき、協定又は契約によ

り受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書の様式は、第１項の規定にかかわらず、当該

協定又は契約に定める療養費支給申請書又はこれに準じる様式によるものとする。 
（一部改正〔平成30年規則89号〕） 

（療養費支給申請書に添付すべき書類） 
第20条 省令第27条第２項の規定により療養費支給申請書（協定又は契約による柔道整復施術療養

費支給申請書及び療養費支給申請書を除く。）に添付しなければならない療養につき算定した費

用の額に関する証拠書類は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる書類とする。 
区分 添付書類 

医科診療 診療内容明細書 
領収書 

歯科診療 診療内容明細書 
領収書 

薬剤の支給 調剤内容明細書 
領収書 

治療材料 医師の診断（証明）書 
領収書 

あんま 
はり・きゅう 
マッサージ施術 

施術同意書 
施術内容明細書 
領収書 

柔道整復 施術内容明細書 
領収書 

食事療養 診療内容明細書 
領収書 

生活療養 診療内容明細書 
領収書 

（一部改正〔平成18年規則152号・30年89号〕） 
（療養費の支給決定等の通知） 
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第21条 市長は、療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに国保療養費支給決定通知（様式

第19号）又は国民健康保険療養費不支給決定通知書（様式第20号）により当該申請者に通知しな

ければならない。ただし、協定又は契約により受領委任の取扱いをする場合は、この限りでない。 
（一部改正〔平成22年規則85号・30年89号〕） 

（特別療養給付申請書の様式） 
第22条 省令第28条第１項の規定により提出する特別療養給付申請書は、国民健康保険特別療養給

付申請書（様式第21号）によるものとする。 
第23条及び第24条 削除 

（削除〔平成15年規則53号〕） 
（特定疾病認定申請書の様式） 

第25条 省令第27条の13第１項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、特定疾病認定申請書

（様式第25号）によるものとする。 
（一部改正〔平成20年規則63号〕） 

（特別療養費支給申請書の様式） 
第26条 省令第27条の５第１項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、特別療養費支給申

請書（様式第26号）によるものとする。 
（特別療養費の支給決定等の通知） 

第27条 市長は、特別療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに国民健康保険特別療養費支

給決定通知（様式第27号）又は国民健康保険特別療養費不支給決定通知書（様式第28号）により

当該申請者に通知するものとする。 
（一部改正〔平成22年規則85号〕） 

（移送費支給申請書の様式） 
第28条 省令第27条の11第１項の規定により提出する移送費支給申請書は、国民健康保険移送費支

給申請書（様式第29号）によるものとする。 
（移送を必要とする意見書の様式） 

第29条 省令第27条の11第２項に規定する意見書は、移送を必要とする意見書（様式第30号）によ

るものとする。 
（移送費の支給決定等の通知） 

第30条 市長は、移送費の支給の可否を決定したときは、速やかに移送費支給決定通知（様式第31
号）又は国民健康保険移送費不支給決定通知書（様式第32号）により当該申請者に通知するもの

とする。 
（一部改正〔平成22年規則85号〕） 

（出産育児一時金の加算対象となる出産等） 
第31条 条例第６条第１項ただし書に規定する規則で定める出産は、病院、診療所、助産所その他

の者であって、健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条各号に掲げる要件のいずれに

も該当するものによる医学的管理の下における出産とする。 
２ 条例第６条第１項ただし書に規定する規則で定める額は、１万2,000円とする。 

（追加〔平成20年規則125号〕、一部改正〔平成26年規則177号・令和３年105号〕） 
（出産育児一時金の申請） 

第31条の２ 条例第６条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時

金支給申請書（様式第33号）にその事実を証する書類（当該分娩の事実が確認できる場合は除く。）

を添付して市長に提出しなければならない。 
（一部改正〔平成20年規則125号〕） 
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（出産育児一時金の支給決定等の通知） 
第32条 市長は、出産育児一時金の支給の可否を決定したときは、速やかに出産育児一時金支給決

定通知（様式第34号）又は出産育児一時金不支給決定通知書（様式第35号）により当該申請者に

通知するものとする。 
（一部改正〔平成22年規則85号〕） 

（葬祭費の申請） 
第33条 条例第７条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書（様式第

36号）にその事実を証する書類（当該死亡の事実が確認できる場合は除く。）を添付して市長に

提出しなければならない。 
（葬祭費の支給決定等の通知） 

第34条 市長は、葬祭費の支給の可否を決定したときは、速やかに葬祭費支給決定通知（様式第37
号）又は葬祭費不支給決定通知書（様式第38号）により当該申請者に通知するものとする。 

（一部改正〔平成22年規則85号〕） 
（傷病手当金の申請） 

第34条の２ 条例附則第８項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、傷病手当金支

給申請書（様式第38号の２）を市長に提出しなければならない。 
（追加〔令和２年規則69号〕） 

（傷病手当金の支給決定等の通知） 
第34条の３ 市長は、傷病手当金の支給の可否を決定したときは、速やかに傷病手当金支給決定通

知書（様式第38号の３）又は傷病手当金不支給決定通知書（様式第38号の４）により当該申請者

に通知するものとする。 
（追加〔令和２年規則69号〕） 

（条例附則第13項の規則で定める日） 
第34条の４ 条例附則第13項の規則で定める日は、令和５年５月７日（同日以前に新型コロナウイ

ルスに感染し、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルスの感染が疑われたことにより労務に

服することができなくなった者であって、当該労務に服することができなくなった日から起算し

て３日を経過した日が令和５年５月７日後になるものにあっては、当該経過した日）とする。 
（追加〔令和２年規則97号〕、一部改正〔令和２年規則113号・３年48号・65号・76号・

105号・４年11号・61号・76号・106号・５年56号〕） 
（高額療養費支給申請書の様式） 

第35条 省令第27条の16第１項の規定により提出する高額療養費の支給申請書は、国民健康保険高

額療養費支給申請書（様式第39号）によるものとする。 
（一部改正〔平成30年規則44号〕） 

（高額療養費の支給決定等の通知） 
第36条 市長は、高額療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに高額療養費支給決定通知（様

式第40号）又は国民健康保険高額療養費不支給決定通知書（様式第41号）により当該申請者に通

知するものとする。 
（一部改正〔平成22年規則85号〕） 

（年間外来高額療養費支給申請書の様式） 
第37条 省令第27条の17の２第１項の規定により提出する年間の外来高額療養費の支給申請書は、

年間外来高額療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（様式第42号）によるものとす

る。 
（追加〔平成30年規則84号〕） 
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（年間外来高額療養費の支給決定の通知） 
第38条 市長は、年間の外来高額療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに年間外来高額療

養費支給（不支給）決定通知書（様式第43号）により当該申請者に通知するものとする。 
（追加〔平成30年規則84号〕） 

（高額介護合算療養費支給申請書の様式） 
第39条 省令第27条の26第１項の規定により提出する高額介護合算療養費の支給申請書は、高額介

護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（様式第44号）によるものとする。 
（追加〔平成21年規則９号〕、一部改正〔平成21年規則91号・30年84号・令和３年48号〕） 

（高額介護合算療養費の支給決定の通知） 
第40条 市長は、高額介護合算療養費の支給の可否を決定したときは、速やかに高額介護合算療養

費支給（不支給）決定通知書（様式第45号）により当該申請者に通知するものとする。 
（追加〔平成21年規則９号〕、一部改正〔平成21年規則91号・30年84号・令和３年48号〕） 

（第三者の行為による被害の届出） 
第41条 省令第32条の６の規定による届出は、第三者の行為による被害届（様式第46号）により行

うものとする。 
（一部改正〔平成21年規則９号・30年84号・令和３年48号〕） 

（診療報酬返還請求通知書の様式） 
第42条 国民健康保険の資格を喪失した後に受診した者等に対する診療報酬返還請求通知書は、国

民健康保険療養給付費の返納について（様式第47号）によるものとする。 
（一部改正〔平成21年規則９号・22年85号・30年84号・令和３年48号〕） 

（一部負担金の負担区分判定に係る申請） 
第43条 省令第24条の３の規定により提出する基準収入額適用申請書は、国民健康保険基準収入額

適用申請書（様式第48号）によるものとする。 
（追加〔平成14年規則111号〕、一部改正〔平成21年規則９号・30年84号・令和３年48
号〕） 

（一部負担金の負担区分決定の通知） 
第44条 市長は、一部負担金の負担区分の決定を行ったときは、速やかに基準収入額（適用・不適

用）決定通知書（様式第49号）により当該申請者に通知するものとする。 
（追加〔平成20年規則63号〕、一部改正〔平成21年規則９号・30年84号・令和３年48号〕） 

第５章 特定健康診査及び特定保健指導 
（章名追加〔平成20年規則125号〕） 

（特定健康診査受診券の様式） 
第45条 条例第９条第１項第１号に規定する特定健康診査を受診する際の受診券は、特定健康診査

受診券（様式第50号）又は特定健康診査・後期高齢者健康診査受診券（様式第51号）によるもの

とする。 
（追加〔平成20年規則63号〕、一部改正〔平成20年規則92号・21年９号・27年72号・30
年84号・令和３年48号〕） 

（特定保健指導の領収書の交付） 
第46条 市長は、条例第９条第１項第１号に規定する特定保健指導を受けた者のうち、所得税法施

行規則（昭和40年大蔵省令第11号）第40条の３第１項第２号に該当する者に対し、領収書（様式

第52号）を交付するものとする。 
（追加〔平成20年規則92号〕、一部改正〔平成21年規則９号・30年84号・令和３年48号〕） 

附 則 
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（施行期日） 
１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 合併前の浦和市国民健康保険条例施行規則（昭和62年浦和市規則第１号）、大宮市国民健康保

険条例施行規則（昭和52年大宮市規則第28号）又は与野市国民健康保険に関する規則（昭和61年
与野市規則第28号）（以下「合併前の規則」という。）の規定により更新された被保険者証は、

平成13年度に限り、なおその効力を有する。 
３ この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 
（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

４ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市国民健康保険に関する規則（平成13年岩槻市

規則第10号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 
（追加〔平成17年規則53号〕） 

附 則（平成14年９月30日規則第111号） 
この規則は、平成14年10月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月27日規則第53号） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行日前に受けた療養の給付に係るこの規則による改正前の国民健康保険条例施行

規則第23条及び第24条の規定の適用については、なお従前の例による。 
附 則（平成17年３月30日規則第53号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 
附 則（平成18年11月15日規則第152号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成19年３月30日規則第75号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 
附 則（平成20年３月31日規則第63号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
附 則（平成20年７月31日規則第92号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険条例施行規則第42条の規定は、平成20年４月

１日以後に特定保健指導を受けた者について適用する。 
附 則（平成20年12月24日規則第125号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成21年１月１日から施行する。ただし、目次の改正及び第41条の前に章名を加

える改正は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険条例施行規則第31条の規定は、この規則の施

行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した
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被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 
附 則（平成21年３月12日規則第９号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 
附 則（平成21年８月28日規則第91号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成22年３月25日規則第17号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成22年６月30日規則第85号） 

この規則は、平成22年７月１日から施行する。 
附 則（平成23年５月31日規則第54号） 

この規則は、平成23年６月１日から施行する。 
附 則（平成26年12月24日規則第177号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成27年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険条例施行規則第31条第２項の規定は、この規

則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出

産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 
附 則（平成27年３月31日規則第72号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
附 則（平成27年12月28日規則第123号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険条例施行規則の規定

により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
附 則（平成28年３月31日規則第94号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
附 則（平成30年３月29日規則第44号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第35条の改正は、公布の日から施行す

る。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険条例施行規則の規定

により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
附 則（平成30年７月５日規則第69号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成30年10月23日規則第84号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険条例施行規則の規定

により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
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附 則（平成30年11月30日規則第89号） 
この規則は、平成31年１月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月23日規則第29号） 
（施行期日） 

１ この規則は、令和元年８月25日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険条例施行規則第10条の規定は、この規則の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に新たに交付し、又は更新する被保険者証及び施行日前

に交付された被保険者証で令和元年９月17日以後に再交付の申請がされたものについて適用し、

施行日前に新たに交付し、又は更新する被保険者証及び施行日前に交付された被保険者証で同月

17日前に再交付の申請がされたものについてはなお従前の例による。 
附 則（令和２年４月14日規則第69号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和２年９月17日規則第97号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和２年12月15日規則第113号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和３年３月31日規則第48号） 

（施行期日） 
１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第34条の４及び第39条から第46条まで

の改正は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険条例施行規則の規定

により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
附 則（令和３年６月22日規則第65号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和３年８月27日規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和３年12月24日規則第105号） 

（施行期日） 
１ この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険条例施行規則第31条第２項の規定は、この規

則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出

産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 
附 則（令和４年３月１日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和４年６月27日規則第61号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和４年９月29日規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和４年12月28日規則第106号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（令和５年３月31日規則第56号） 
（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険条例施行規則の規定

により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
 
様式省略 
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○さいたま市国民健康保険税条例 
平成14年３月27日 

条例第28号 
（課税の根拠） 

第１条 国民健康保険税の賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例

の定めるところによる。 
（納税義務者） 

第２条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。 
２ 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合において、その世帯内に国民健康保険の被保険者

があるときは、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を

課する。 
（課税額） 

第３条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 
(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康

保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条におい

て「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による

納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納

付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。） 
(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９条第２号に規定

する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民

健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充

てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条第１項の世帯主及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。 
３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国保課税被保険者につき算定した所得割額及び

被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、22万円とする。 
４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者（国保課税被保険者のうち介護

保険法第９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、

介護納付金課税額は、17万円とする。 
（一部改正〔平成20年条例11号・22年26号・29年29号・30年27号・31年11号・令和２年
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13号・３年７号・４年19号・５年19号〕） 
（基礎課税額に係る所得割額） 

第４条 前条第２項の所得割額は、国保課税被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１項に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林

所得金額の合計額（第６条及び第８条において「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100
分の7.01を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する

場合においては、法第313条第９項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。 
（一部改正〔平成14年条例64号・20年11号・22年26号・31年11号・令和４年13号・５年

11号〕） 
（基礎課税額に係る被保険者均等割額） 

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者１人について３万2,800円とする。 
（一部改正〔平成20年条例11号・22年26号・30年27号・31年11号・令和４年13号・５年

11号〕） 
（後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額） 

第６条 第３条第３項の所得割額は、国保課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の

2.60を乗じて算定する。 
（追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成22年条例26号・30年27号・31年11号・令

和２年13号・３年７号・４年13号・５年11号〕） 
（後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額） 

第７条 第３条第３項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者１人について１万800円とする。 
（追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成22年条例26号・30年27号・31年11号・令

和２年13号・３年７号・４年13号・５年11号〕） 
（介護納付金課税額に係る所得割額） 

第８条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に

100分の2.24を乗じて算定する。 
（一部改正〔平成20年条例11号・22年26号・30年27号・31年11号・令和２年13号・３年

７号・４年13号・５年11号〕） 
（介護納付金課税額に係る被保険者均等割額） 

第９条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人について１万2,000円と

する。 
（一部改正〔平成20年条例11号・22年26号・30年27号・31年11号・令和２年13号・３年

７号・４年13号・５年11号〕） 
（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第９条の２ 国保課税被保険者が法第703条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下

「特例対象被保険者等」という。）である場合における第４条第１項、第６条及び第８条の規定

の適用については、第４条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（法

第703条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている

場合においては、当該給与所得については、所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第２項の規

定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」

と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、第21条第１項第１号中「所得税法

（昭和40年法律第33号）」とあるのは「所得税法」とする。 
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（追加〔平成22年条例26号〕） 
（賦課期日） 

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、４月１日とする。 
（一部改正〔平成20年条例11号〕） 

（国民健康保険税の徴収の方法） 
第11条 国民健康保険税は、第14条、第18条及び第19条の規定による特別徴収による場合を除くほ

か、普通徴収の方法によって徴収する。 
（追加〔平成20年条例11号〕） 

（普通徴収に係る国民健康保険税の納期） 
第12条 普通徴収に係る国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。 

第１期 ７月10日から同月31日まで 
第２期 ８月10日から同月31日まで 
第３期 ９月10日から同月30日まで 
第４期 10月10日から同月31日まで 
第５期 11月10日から同月30日まで 
第６期 12月10日から同月31日まで 
第７期 １月10日から同月31日まで 
第８期 ２月10日から同月末日まで 

２ 次条の規定により課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。 
（一部改正〔平成15年条例30号・20年11号〕） 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 
第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月か

ら月割をもって算定した第３条第１項の額（第21条の規定による減額が行われた場合には、その

減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。）を課する。 
２ 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日（国民健康保険法第６条第１

号から第８号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅

した日が月の初日であるときは、その前日）の属する月の前月まで、月割をもって算定した第３

条第１項の額を課する。 
３ 第１項の賦課期日後に第２条第２項の世帯主（以下この項及び次項において「２項世帯主」と

いう。）である国民健康保険税の納税義務者が同条第１項の世帯主（以下この項及び次項におい

て「１項世帯主」という。）となった場合には、当該１項世帯主となった日を第１項の賦課期日

とみなして算定した当該納税義務者に係る第３条第１項の額から当該１項世帯主となった者を２

項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該１項世帯主

となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。 
４ 第１項の賦課期日後に１項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が２項世帯主となった場

合には、当該２項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る

第３条第１項の額を当該２項世帯主となった者を１項世帯主とみなして算定した当該納税義務者

に係る同項の額から控除した残額を、当該２項世帯主となった日（国民健康保険法第６条第１号

から第８号までのいずれかに該当することにより２項世帯主となった場合において、当該２項世

帯主となった日が月の初日であるときは、その前日）の属する月から、月割をもって当該納税義

務者の国民健康保険税の額から減額する。 
５ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者（当該納税義務者

を除く。次項において同じ。）となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第１項の
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賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第３条第１項の額から当該被保険者となった

者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を

控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課す

る。 
６ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者が

ある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務

者に係る第３条第１項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるも

のとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなく

なった日（国民健康保険法第６条第１号から第８号までのいずれかに該当することにより被保険

者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日）

の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。 
７ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者と

なった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして

算定した当該納税義務者に係る第３条第１項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が

当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る

同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をも

って当該納税義務者に課する。 
８ 第１項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者で

なくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日と

みなして算定した当該納税義務者に係る第３条第１項の額を当該介護納付金課税被保険者でなく

なった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義

務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する

月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。 
（一部改正〔平成20年条例11号・30年27号・令和４年13号〕） 

（特別徴収） 
第14条 市長は、当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付（地方

税法施行令（昭和25年政令第245号）第56条の89の２第１項及び第２項に規定する年金たる給付

をいう。以下同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主

（災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収す

ることが著しく困難であると認められるものその他同条第３項に規定する者を除く。以下「特別

徴収対象被保険者」という。）である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険

税を特別徴収の方法によって徴収する。 
２ 市長は、当該年度の初日の属する年の４月２日から８月１日までの間に、国民健康保険税の納

税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して

課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。 
（追加〔平成20年条例11号〕） 

（特別徴収義務者） 
第15条 前条、第18条及び第19条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者

（法第718条の２第１項に規定する特別徴収義務者をいう。）は、当該特別徴収対象被保険者に係

る老齢等年金給付の支払をする者（以下「年金保険者」という。）とする。 
（追加〔平成20年条例11号〕） 

（特別徴収税額の納入の義務等） 
第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額（法第718条の３第２項に規定する支払回数割保険税額
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をいう。以下同じ。）を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保

険税額を納入しなければならない。 
（追加〔平成20年条例11号〕） 

（被保険者資格喪失等の場合の通知等） 
第17条 年金保険者は、市長から法第718条の５第１項の規定による通知を受けた場合においては、

当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合に

おいて、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収

の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。 
（追加〔平成20年条例11号〕） 

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収） 
第18条 市長は、当該年度の初日の属する年の前年の10月１日からその翌年の３月31日までの間に

おける特別徴収対象年金給付（法第718条の２第２項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以

下同じ。）の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、

当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属す

る年の９月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額

として、当該支払回数割保険税額に相当する額として地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23
号）第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。 

２ 市長は、前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の６月１

日から９月30日までの間において、同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収する

ことが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、そ

れぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める

額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。 
（追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成26年条例43号〕） 

（新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収） 
第19条 市長は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める期間において特別徴収対象年金

給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の８第２

項に規定する支払回数割保険税額の見込額（当該額によることが適当でないと認められる特別な

事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。）を、

特別徴収の方法によって徴収する。 
(1) 第14条第２項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定によ

る特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年

度の初日の属する年の前年の８月２日から10月１日までの間に特別徴収対象被保険者となっ

た者 当該年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間 
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月２日から12月１日までの間に特別徴収対象被保険

者となった者 当該年度の初日の属する年の６月１日から９月30日までの間 
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月２日からその翌年の２月１日までの間に特別徴収

対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の８月１日から９月30日までの間 
（追加〔平成20年条例11号〕） 

（普通徴収税額への繰入れ） 
第20条 市長は、特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等に

より国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別

徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収

の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第12条第１項の納期がある場
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合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては

直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。 
２ 市長は、特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税

額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合（徴収すべき

特別徴収対象保険税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴

収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２の規定の例によってこれに充

当する。 
（追加〔平成20年条例11号〕） 

（国民健康保険税の減額） 
第21条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が65万円を超える場合には、65万円）及び同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円）

並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 
(1) 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日後に国民健康保険税の納付義務が発生した場合には

その発生した日。以下この項において同じ。）現在においてその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者（世帯主を除く。）であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。）につき算定した法第703条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703条の５第

１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給

与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数

及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110
万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条

において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る

納税義務者 
ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人について 22,960円 
イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人について 

7,560円 
ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人について 

8,400円 
(2) 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に当該被保険者の数及び
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特定同一世帯所属者の数の合計数に29万円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 
ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人について 16,400円 
イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人について 

5,400円 
ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人について 

6,000円 
(3) 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に当該被保険者の数及び

特定同一世帯所属者の数の合計数に53万5,000円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 
ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人について 6,560円 
イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人について 

2,160円 
ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者１人について 

2,400円 
２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月31日以前であ

る被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被

保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前

項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 
(1) 基礎課税額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 
ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 4,920円 
イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 8,200円 
ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 13,120円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 16,400円 

(2) 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 1,620円 
イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 2,700円 
ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 4,320円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,400円 

３ 世帯主、その世帯に属する国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険

者等である場合における第１項の規定の適用については、同項第１号中「総所得金額及び」とあ

るのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第２項の規定によって計

算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）及

び」と、「所得税法（昭和40年法律第33号）」とあるのは「同法」とする。 
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（一部改正〔平成20年条例11号・22年26号・25年18号・26年43号・27年37号・28年24
号・29年29号・39号・30年27号・40号・31年11号・20号・令和２年13号・26号・３年７

号・４年13号・19号・５年11号・19号〕） 
（国民健康保険税に関する申告） 

第22条 国民健康保険税の納税義務者は、４月15日まで（国民健康保険税の賦課期日後に納税義務

が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内）に、当該納税義務者、その世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者（以下この条において「当該納税義務者等」

という。）の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、当該納税義務者等の前年中の所得につき法第317条の２第１項の申告書が市長に提

出されている場合又は当該納税義務者等が同項ただし書に規定する者（同項ただし書の規定によ

りさいたま市市税条例（平成13年さいたま市条例第67号）で定める者を除く。）である場合にお

いては、この限りでない。 
（一部改正〔平成14年条例64号・15年74号・20年11号〕） 

（特例対象被保険者等に係る申告） 
第22条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離

職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。 
２ 前項の申告書を提出するに当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法施

行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定するものをいう。）その他の

特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合においては、これ

を提示しなければならない。 
（追加〔平成30年条例27号〕） 

（納税通知書等） 
第23条 国民健康保険税の納税通知書その他の必要な様式は、規則で定める。 

（一部改正〔平成20年条例11号〕） 
（保険税の減免） 

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について必要があると認められるときは、国民

健康保険税を減免することができる。ただし、第２号に該当する者に係る減免については、同号

に規定する資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。 
(1) 天災その他これに類する災害を受けた者 
(2) 被保険者の資格を取得した日（以下「資格取得日」という。）において65歳以上である者で

あって、資格取得日の前日において国民健康保険法第６条第１号から第４号まで又は第７号の

規定による被保険者、組合員又は加入者である者（資格取得日において同条第８号の規定によ

る被保険者となった者に限る。）の被扶養者であったもの 
(3) 前２号に掲げるもののほか、特別の事情がある者 

２ 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 
(1) 納税義務者の氏名及び住所 
(2) 年度、納期の別及び税額 
(3) 減免を受けようとする事由 
(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
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３ 第１項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 
（一部改正〔平成20年条例11号・27年70号・28年40号〕） 

（さいたま市行政手続条例の適用除外） 
第25条 さいたま市行政手続条例（平成13年さいたま市条例第22号）第３条又は第４条に定めるも

ののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行

為については、さいたま市行政手続条例第２章及び第３章の規定は、適用しない。 
２ さいたま市行政手続条例第３条、第４条又は第33条第４項に定めるもののほか、徴収金を納付

する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導（同条例第２条第７号に規定する行政指導

をいう。）については、同条例第33条第３項及び第34条の規定は、適用しない。 
（一部改正〔平成20年条例11号・27年２号〕） 

（準用） 
第26条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、さいたま市市税条

例の定めるところによる。 
（一部改正〔平成14年条例64号・20年11号〕） 

（委任） 
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（一部改正〔平成20年条例11号〕） 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

（浦和市国民健康保険税条例等の廃止） 
２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 浦和市国民健康保険税条例（昭和36年浦和市条例第33号） 
(2) 大宮市国民健康保険税条例（昭和29年大宮市条例第41号） 
(3) 与野市国民健康保険税条例（昭和32年与野町条例第20号） 
（適用） 

３ この条例の規定は、平成14年度分の国民健康保険税から適用する。 
（経過措置） 

４ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、浦和市国民健康保険税条例、

大宮市国民健康保険税条例又は与野市国民健康保険税条例（以下これらを「暫定条例」という。）

の規定により課した国民健康保険税又は課すべき国民健康保険税については、なお暫定条例の例

による。 
５ 施行日の前日までに、暫定条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

６ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市国民健康保険税条例（昭和29年岩槻市条例第

12号。以下「編入前の岩槻市条例」という。）の規定により課した国民健康保険税又は課すべき

国民健康保険税については、なお編入前の岩槻市条例の例による。 
（追加〔平成17年条例89号〕） 

７ 前項に規定するもののほか、岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
（追加〔平成17年条例89号〕） 
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（病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例） 
８ 平成36年３月31日までの間、第３条第１項中「後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金

等」という。）及び」とあるのは「後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）

及び同法の規定による病床転換支援金等（以下この項において「病床転換支援金等」という。）

並びに」と、「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

の」とする。 
（追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成25年条例18号・30年40号〕） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 
９ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

（以下「世帯主等」という。）が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る

所得（次項から附則第13項までにおいて「公的年金等所得」という。）について同条第４項に規

定する公的年金等控除額（年齢65歳以上の者に係るものに限る。次項から附則第13項までにおい

て「特定公的年金等控除額」という。）の控除を受けた場合における第21条第１項の規定の適用

については、同条中「法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは、

「法第703条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に

係る所得については、同条第２項第１号の規定により計算した金額から15万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 
（一部改正〔平成14年条例64号・17年89号・18年36号・20年11号・45号・21年28号・24
年46号・25年49号・令和３年７号・４年13号〕） 

（平成18年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例） 
10 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、

平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律（平成16年法律第14号）

第１条の規定による改正前の所得税法第35条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上

である者に係るものに限る。次項から附則第13項までにおいて「旧法による特定公的年金等控除

額」という。）の控除を受けたときにおけるさいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例（平成20年さいたま市条例第11号）による改正前のさいたま市国民健康保険税条例（次項から

附則第13項までにおいて「改正前の条例」という。）第11条の規定の適用については、前項の規

定にかかわらず、同条中「法第703条の５第１項に規定する総所得金額」とあるのは「法第703条
の５に規定する総所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものとする。）」

とする。 
（追加〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成20年条例11号・22年26号〕） 

（平成19年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例） 
11 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、

平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにお

ける改正前の条例第11条の規定の適用については、附則第９項の規定にかかわらず、同条中「法

第703条の５第１項に規定する総所得金額」とあるのは「法第703条の５に規定する総所得金額（所

得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によ

って計算した金額から22万円を控除した金額によるものとする。）」とする。 
（追加〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成18年条例56号・20年11号・22年26号〕） 

（平成18年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例） 
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12 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、

平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにお

ける改正前の条例第４条の規定の適用については、同条第１項中「規定する総所得金額」とある

のは「規定する総所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計算した金額から13万円を控除した金額によるものとする。次

項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」とする。 
（追加〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成20年条例11号〕） 

（平成19年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例） 
13 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、

平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにお

ける改正前の条例第４条の規定の適用については、同条第１項中「規定する総所得金額」とある

のは「規定する総所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、

同条第２項第１号の規定によって計算した金額から７万円を控除した金額によるものとする。次

項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」とする。 
（追加〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成20年条例11号〕） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 
14 世帯主等が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第４条及び第21条第１項の

規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置

法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、

第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）

の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、

第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 
（一部改正〔平成14年条例64号・16年37号・17年89号・18年36号・56号・20年11号・21
年28号・令和３年７号・４年13号〕） 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 
15 前項の規定は、世帯主等が法附則第35条第５項の譲渡所得を有する場合について準用する。こ

の場合において、前項中「法附則第34条第４項」とあるのは「法附則第35条第５項」と、「長期

譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の２第１項、第35条の３第

１項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第１項」とあるのは「第32条第１項」

と読み替えるものとする。 
（一部改正〔平成14年条例64号・16年37号・17年89号・18年36号・56号・20年11号・21
年28号・令和３年７号〕） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
16 世帯主等が法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第４条及び第21条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額」と
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あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 
（一部改正〔平成14年条例64号・17年89号・18年36号・56号・20年11号・25年49号・令

和４年13号〕） 
（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

17 世帯主等が法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第４条及び第21条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 
（追加〔平成25年条例49号〕、一部改正〔令和４年条例13号〕） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
18 世帯主等が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第

４条及び第21条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 
（一部改正〔平成14年条例64号・15年74号・17年89号・18年36号・56号・20年11号・21
年28号・25年49号・令和４年13号〕） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
19 世帯主等が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第４条及び第

21条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33
条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（一部改正〔平成14年条例64号・15年74号・17年89号・18年36号・56号・20年11号・21
年28号・25年49号・令和４年13号〕） 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
20 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特

例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡

所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第４条、第６条、第８条及び第21条第１項の規

定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは
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「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第21条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、

第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」

とする。 
（追加〔平成29年条例48号〕、一部改正〔令和４年条例13号〕） 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
21 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８

条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16
条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第４条、第６条、第８条及び第21条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第

16条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第

21条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適

用配当等の額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

特例適用配当等の額」とする。 
（追加〔平成29年条例48号〕、一部改正〔令和４年条例13号〕） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
22 世帯主等が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する

条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合におけ

る第４条及び第21条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の２第

２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２

第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 
（追加〔平成18年条例56号〕、一部改正〔平成20年条例11号・21年28号・22年40号・25
年49号・29年48号・令和４年13号〕） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
23 世帯主等が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等に係る利子

所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第４条及び第21条第１項の規定の適用について

は、第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金
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額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適

用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第

21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 
（追加〔平成18年条例56号〕、一部改正〔平成20年条例11号・21年28号・22年40号・25
年49号・29年48号・令和４年13号〕） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
24 世帯主等が法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得等を有する

場合における第４条及び第21条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

とする。 
（追加〔平成20年条例45号〕、一部改正〔平成21年条例28号・25年49号・29年48号・令

和４年13号〕） 
（平成22年度以後の国民健康保険税の減免の特例） 

25 当分の間、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税（第３条第２項から第４項までの所得割

額に限る。）に係る第24条第１項第２号に該当する者に係る減免については、同項中「減免する

ことができる。ただし、第２号に該当する者に係る減免については、同号に規定する資格取得日

の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。」とあるのは、「減免することができる。」

とする。 
（追加〔平成22年条例26号〕、一部改正〔平成25年条例49号・29年48号・31年20号〕） 

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例） 
26 世帯主等が法附則第44条の２第４項及び第５項の規定の適用を受ける場合における附則第14

項（附則第15項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、附則第14項中「第35
条第１項」とあるのは「第35条第１項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律（平成23年法律第29号）第11条の６第１項の規定により適用される場合を含む。）」

と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。 
（追加〔平成24年条例46号〕、一部改正〔平成25年条例28号・49号・29年48号〕） 

附 則（平成14年９月30日条例第64号） 
（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は平成14年10月１日から、第２条の規定は平成15年１月１日から施行

する。 
（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度

分の国民健康保険税から適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 

-134-



 

３ 第２条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度

分の国民健康保険税から適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（平成15年３月14日条例第30号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（平成15年12月25日条例第74号） 

（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条ただし書の改正規定は、平成16年１月１

日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の

国民健康保険税から適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。 
３ この条例による改正前のさいたま市国民健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度までの国

民健康保険税については、なおその効力を有する。 
附 則（平成16年３月31日条例第37号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（平成17年３月25日条例第89号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
附 則（平成18年３月31日条例第36号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（平成18年９月22日条例第56号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定及び附則に２項

を加える改正規定は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例
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による。 
附 則（平成20年３月18日条例第11号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第３条第２項ただし書及び第３項ただ

し書の改正規定、同条第２項の次に１項を加える改正規定（ただし書の部分に限る。）、第11条
の改正規定（同条第１号ア及びイに係る部分（同号イを同号ウとする部分を除く。）、同条第２

号ア及びイに係る部分（同号イを同号ウとする部分を除く。）並びに同条を第21条とする部分を

除く。）、第12条の改正規定（同条を第22条とする部分を除く。）並びに附則第８項（「附則第

12項」を「附則第13項」に改める部分及び「第11条」を「第21条」に改める部分を除く。）及び

第13項から第22項までの改正規定（「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者」を

「世帯主等」に改める部分に限る。）は、規則で定める日から施行する。 
（平成20年規則第76号で平成20年５月１日から施行） 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例（以下「改正後の条例」という。）（第

19条を除く。）の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年
度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。 
４ 改正後の条例第14条、第18条及び第19条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成20

年９月30日までの間においては、普通徴収の方法によって国民健康保険税を徴収するものとする。 
附 則（平成20年10月17日条例第45号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成22年１月１日から施行する。ただし、附則第18項の改正は、公布の日から施

行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第24項の規定は、平成22年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 
附 則（平成21年７月17日条例第28号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成22年１月１日から施行する。ただし、附則第14項及び第15項の改正は同年４

月１日から、附則第19項の改正（「、譲渡所得」を加える部分に限る。）は平成23年１月１日か

ら施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第14項、第15項及び第17項の規定

は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成21年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
３ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第20項の規定は、平成23年度以後

の年度分の国民健康保険税から適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 
附 則（平成22年３月25日条例第26号） 

（施行期日） 
１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成22年規則第56号で平成22年４月１日から施行） 
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（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（平成22年６月28日条例第40号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成24年10月25日条例第46号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成25年３月31日条例第18号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
附 則（平成25年７月９日条例第28号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成26年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第27項の規定は、平成26年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 
附 則（平成25年12月26日条例第49号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。ただし、第１条中附則第９項の改正、附則第17

項から第19項までを削る改正、附則第20項の改正、附則第21項を削る改正、附則第22項及び第23
項の改正、附則第24項の改正（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分

を除く。）、附則第25項の改正（「配当所得」を「配当所得等」に改める部分を除く。）並びに

附則第26項及び第27項の改正並びに附則第３項の規定は公布の日から、第１条中附則第24項の改

正（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。）は平成28年１月

１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第16項、第20項及び第21項の

規定並びに第２条の規定による改正後の同条例附則第17項の規定は、平成29年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
（さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成25年さいたま市条例第28号）を次

のように改正する。 
（次のよう略） 

附 則（平成26年３月31日条例第43号） 
（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第21条第１項第２号及び第３号の規定

は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成27年３月12日条例第２号抄） 
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（施行期日） 
１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日条例第37号） 
（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第21条第１項第２号及び第３号の規定

は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成27年12月25日条例第70号） 

この条例は、平成28年１月１日から施行する。ただし、第24条第２項各号列記以外の部分の改正

は、同年４月１日から施行する。 
附 則（平成28年３月31日条例第24号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第21条第１項第２号及び第３号の規定

は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成28年６月27日条例第40号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成29年３月29日条例第29号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 
附 則（平成29年３月31日条例第39号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第21条第１項第２号及び第３号の規定

は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成29年７月６日条例第48号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成30年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第20項及び第21項の規定は、平成

30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
附 則（平成30年３月26日条例第27号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第22条の次に１条を加える改正は、公

布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第３条、第５条から第９条まで及び第
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21条第１項の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分

までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成30年３月31日条例第40号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第21条第１項第２号及び第３号の規定

は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成31年３月13日条例第11号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第３条第２項、第４条第１項、第５条

から第９条まで及び第21条第１項の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について

適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成31年３月31日条例第20号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（令和２年３月23日条例第13号） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第３条第２項、第６条から第９条まで

及び第21条第１項の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元

年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
附 則（令和２年３月31日条例第26号） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第21条第１項第２号及び第３号の規定

は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
附 則（令和３年３月11日条例第７号） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例
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による。 
附 則（令和４年３月28日条例第13号） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（令和４年３月31日条例第19号） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行す

る。 
（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 
附 則（令和５年３月13日条例第11号） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
附 則（令和５年３月31日条例第19号） 

（施行期日） 
１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行す

る。 
（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 
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○さいたま市国民健康保険税条例施行規則 
平成14年３月29日 

規則第54号 
（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市国民健康保険税条例（平成14年さいたま市条例第28号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法） 

第１条の２ 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、

これにより難いときは、納付書その他の方法によることができる。 
（追加〔令和３年規則99号〕） 

（国民健康保険税の減免） 
第２条 市長は、条例第24条第１項の規定により国民健康保険税を減免するときは、別表に定める

ところにより、その該当する範囲内において必要に応じて減免するものとする。この場合におい

て、別表の規定により計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額を減額す

る額とする。 
２ 条例第24条第２項の規定による国民健康保険税の減免の申請をしようとする者は、当該申請を

年度ごとに行わなければならない。ただし、条例第24条第１項第２号に該当する者については、

この限りでない。 
３ 市長は、条例第24条第２項の規定による申請があった場合において、当該申請に必要な書類が

添付されていなかったとき、その他同項の規定に違反するときは、当該申請を却下し、申請者に

対し速やかに通知するものとする。 
４ 市長は、国民健康保険税の減免をした世帯が、次に掲げる要件のいずれかに該当したときは、

減免を取り消し、又は減額した額を変更することができる。 
(1) 資力の状況その他の変化により減免をすること又は減額した額が適当でないと認められる

とき。 
(2) 偽りその他不正の手段により減免を受けたとき。 

（追加〔平成20年規則85号〕、一部改正〔平成24年規則第51号〕） 
（国民健康保険税に係る文書の様式） 

第３条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 国民健康保険税納税（更正）通知書（様式第１号） 
(2) 国民健康保険税申告書（様式第２号） 
(3) 国民健康保険税減免申請書（様式第３号） 
(4) 国民健康保険税督促状兼領収書（様式第４号） 
(5) 国民健康保険税納付書（様式第５号） 
(6) 国民健康保険税領収書（様式第６号） 
(7) 国民健康保険税納税証明書交付申請書（様式第９号） 
(8) 国民健康保険税過誤納金還付兼充当通知書（様式第10号） 
(9) 国民健康保険税減免決定通知書（様式第11号） 
(10) 特定同一世帯所属者連絡票（様式第12号） 
(11) 旧被扶養者連絡票（様式第13号） 
(12) 国民健康保険税の課税資料について（様式第14号） 
(13) 所得見込額申告書（様式第15号） 
(14) 国民健康保険税減免申請却下通知書（様式第16号） 
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(15) 国民健康保険税減免取消申告書（様式第17号） 
(16) 国民健康保険税減免（取消・変更）通知書（様式第18号） 
(17) 国民健康保険税仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書（様式第19号） 
(18) 国民健康保険税特別徴収（仮徴収）変更通知（様式第20号） 
(19) 相続人代表者指定届（様式第21号） 
(20) 相続人代表者指定通知書（様式第22号） 
(21) 生活状況申告書（様式第23号） 
(22) 生活状況申告に係る同意書（様式第24号） 
(23) 国民健康保険特例対象被保険者等該当申告書（様式第25号） 

（一部改正〔平成15年規則54号・20年64号・85号・103号・22年86号・23年37号・30年
45号〕） 

（その他） 
第４条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、さいたま市市税条例施行

規則（平成13年さいたま市規則第64号）の例による。 
（一部改正〔平成20年規則85号〕） 

第５条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
（追加〔平成20年規則85号〕） 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成14年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 
(1) 浦和市国民健康保険税条例施行規則（昭和41年浦和市規則第23号） 
(2) 大宮市国民健康保険税条例施行規則（昭和52年大宮市規則第27号） 
(3) 与野市国民健康保険税条例施行規則（昭和38年与野市規則第６号） 

３ この規則による廃止前の浦和市国民健康保険税条例施行規則、大宮市国民健康保険税条例施行

規則又は与野市国民健康保険税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用するこ

とができる。 
（東日本大震災に係る国民健康保険税の減免の特例） 

４ 市長は、条例第24条第１項第１号の規定により東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第２条第１項に規定する東日本大震災が生じた日

に特定被災区域（同条第３項に規定する特定被災区域をいう。）に住所を有していた納税義務者

（原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第３項の規定による避難のための

立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象となった区域若しくは同法第20条
第２項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長若しくは都道府県知事に対して行った住民

の避難に関する指示の対象となった区域であるため避難を行った世帯又は特定避難勧奨地点に居

住しているため避難を行った世帯に属する納税義務者に限る。）に係る国民健康保険税を減免す

るときは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる国民健康保険税について、同表

右欄に定める割合によるものとする。この場合において、計算した額に100円未満の端数があると

きは、これを切り上げた額を減額する額とする。 
納税義務者の区分 減免の対象となる国民健

康保険税 
減免の割合 

1 次項及び第3項に掲げる者以外の者 避難指示区域等の指定を所得割額及び均等割額の
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2 平成25年度以前に指定を解除された緊急時避

難準備区域及び特定避難勧奨地点（原子力災害

対策特別措置法第17条第12項の規定により設

置された原子力災害現地対策本部長が、事故発

生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超

えると推定されるとして特定した地点をいう。

以下同じ。）に居住しているため避難を行った

世帯、平成26年度に指定を解除された避難指示

解除準備区域及び特定避難勧奨地点に居住し

ているため避難を行った世帯、平成27年度に指

定を解除された避難指示解除準備区域に居住

しているため避難を行った世帯、平成28年度及

び平成29年4月1日に指定を解除された居住制

限区域及び避難指示解除準備区域に居住して

いるため避難を行った世帯、平成31年4月10日
及び令和2年3月に指定を解除された居住制限

区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域

に居住しているため避難を行った世帯並びに

令和4年度に指定を解除された特定復興再生拠

点区域に居住しているため避難を行った世帯

に属する者であって、当該世帯に属する国民健

康保険の被保険者に係る前年の国民健康保険

法施行令（昭和33年政令第362号）第29条の3
第2項に規定する基準所得額を合算した額（以

下「前年基準所得合算額」という。）が600万
円以下のもの 

解除された日が属する年

の翌年（平成26年までに

解除された区域にあって

は平成27年）の4月1日か

ら起算して9年を経過す

る日）までの間に納期限

が到来するもの 

合計額の100分の100（避

難指示区域等の指定を解

除された日が属する年の

翌年（平成26年までに解

除された区域にあっては

平成27年）の4月1日から

起算して8年を経過した

日以後に納期限が到来す

るものにあっては、100
分の50） 

3 令和4年度に指定を解除された特定復興再生

拠点区域に居住しているため避難を行った世

帯に属する者であって、当該世帯に属する国民

健康保険の被保険者に係る前年基準所得合算

額が600万円を超えるもの 

令和6年3月31日までに

納期限が到来するものの

うち、令和5年4月分から

9月分までに相当する月

割算定額 

所得割額及び均等割額の

合計額の100分の100 

（追加〔平成23年規則62号〕、一部改正〔平成24年規則51号・25年52号・26年83号・27
年73号・28年95号・29年75号・30年45号・31年16号・令和２年48号・３年49号・４年47
号・５年57号〕） 

５ 前項の規定にかかわらず、市長は、納税義務者が第２条第１項及び前項の規定の適用を受ける

ことができる場合であって、第２条第１項の規定により計算した減免の額が前項の規定により計

算した減免の額を超えるときは、第２条第１項の規定により当該納税義務者の国民健康保険税を

減免することができる。 
（追加〔平成23年規則62号〕） 

附 則（平成15年３月27日規則第54号） 
この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月30日規則第54号） 
この規則は、平成17年４月１日から施行する。 
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附 則（平成19年３月30日規則第76号） 
この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年９月28日規則第118号） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成19年10月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険税条例施行規則の規

定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
附 則（平成20年３月31日規則第64号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
附 則（平成20年６月30日規則第85号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険税条例施行規則第２条及び別表の規定は、平

成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度以前の年度分の国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
附 則（平成20年11月14日規則第103号） 

この規則は、平成21年２月１日から施行する。 
附 則（平成21年３月30日規則第44号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険税条例施行規則別表の規定は、平成21年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
附 則（平成22年６月30日規則第86号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条の改正並びに様式第１号、様式第２号、

様式第11号、様式第14号及び様式第19号の改正規定並びに様式に５様式を加える改正規定は、平

成22年７月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険税条例施行規則別表の規定は、平成22年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
附 則（平成23年３月31日規則第37号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険税条例施行規則の規

定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
附 則（平成23年６月６日規則第56号） 

この規則は、平成23年７月１日から施行する。 
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附 則（平成23年７月13日規則第62号） 
この規則は、公布の日から施行し、平成23年３月11日から適用する。 

附 則（平成24年３月30日規則第51号） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成24年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 
附 則（平成25年３月31日規則第52号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の表の改正は、公布の日から

施行する。 
附 則（平成25年12月26日規則第81号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成26年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険税条例施行規則の規

定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 
附 則（平成26年３月31日規則第83号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第１号（その１）(7)及び様式第１号（その２）

(5)の改正規定は、平成26年４月１日から施行する。 
附 則（平成27年３月31日規則第73号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成27年12月28日規則第124号） 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 
附 則（平成28年３月31日規則第95号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
附 則（平成29年６月27日規則第75号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成30年３月29日規則第45号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
附 則（平成31年３月22日規則第16号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 
附 則（令和２年３月31日規則第48号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則（令和２年12月23日規則第115号） 

この規則は、令和３年１月１日から施行する。 
附 則（令和３年３月31日規則第49号） 

（施行規則） 
１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則による改正後のさいたま市国民健康保険税条例施行規則附則第４項の規定は、令和３

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税につい
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ては、なお従前の例による。 
３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市国民健康保険税条例施行規則様式

第３号、様式第９号、様式第17号、様式第21号、様式第23号及び様式第24号の規定により作成さ

れている様式については、当分の間、使用することができる。 
附 則（令和３年11月26日規則第99号） 

この規則は、令和３年12月１日から施行する。 
附 則（令和４年３月31日規則第47号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則（令和５年３月31日規則第57号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
別表（第２条関係） 

（追加〔平成20年規則85号〕、一部改正〔平成21年規則44号・22年86号・23年62号・24
年51号・28年95号・30年45号〕） 

区分 減免の範囲 減免の割合 摘要 
災害世帯 1 天災その他の災害により、その所有に属し、か

つ、主たる居住の用に供している住宅又は家財

について、全壊、半壊、流失その他の修復する

ことが困難な損害を受けた世帯であって、次の

各号のいずれかに該当するもの 

  災害を受けた日

以後に最初に到

来する納期から8
期別分の国民健

康保険税（特別 

徴収に係るもの

にあっては、普 

通徴収の方法に

よって徴収する

こととしたなら

ば災害を受けた

日以後に最初に

到来することと

なる納期から普

通徴収の方法に

よって徴収する

こととした場合

の8期別分の国民

健康保険税） 

（随時課税する

ものを含む。） 

について適用す

る。 

(1) 前年の世帯主等の総所得金額等が500万円

未満である世帯 
所得割額及び均等割

額の合計額の100分
の100 

(2) 前年の世帯主等の総所得金額等が500万円

以上750万円未満である世帯 
所得割額及び均等割

額の合計額の100分
の50 

(3) 前年の世帯主等の総所得金額等が750万円

以上1,000万円未満である世帯 
所得割額及び均等割

額の合計額の100分
の25 

2 天災その他の災害により、その所有に属する家

屋又は家財について、一部損壊、床上浸水その

他の修復することが可能な損害を受けた世帯

であって、次の各号のいずれかに該当するもの

  

(1) 前年の世帯主等の総所得金額等が500万円

未満である世帯 
所得割額及び均等割

額の合計額の100分
の50 

(2) 前年の世帯主等の総所得金額等が500万円

以上750万円未満である世帯 
所得割額及び均等割

額の合計額の100分
の25 

(3) 前年の世帯主等の総所得金額等が750万円

以上1,000万円未満である世帯 
所得割額及び均等割

額の合計額の100分
の12.5 

旧被扶養

者世帯 
条例第24条第1項第2号に該当する被保険者（こ

の項において「旧被扶養者」という。）の属する

  旧被扶養者に該

当する事由が発
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世帯であって、次の各号のいずれかに該当するも

の 
生した日以後の

国民健康保険税

について適用す

る。 
 (1) 次号及び第3号以外の世帯 旧被扶養者の所得割

額の100分の100及
び均等割額の100分
の50 

(2) 条例第21条第1項第1号又は第2号の規定

の適用を受ける世帯 
旧被扶養者の所得割

額の100分の100 
(3) 条例第21条第1項第3号の規定の適用を受

ける世帯 
旧被扶養者の所得割

額の100分の100及
び条例第21条第1項
第3号に掲げる額を

減額する前の均等割

額の100分の30 
法第59条
該当世帯 

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第59
条の規定に該当する期間が1月以上ある被保険者

の属する世帯 

当該被保険者の所得

割額及び均等割額の

合計額の100分の

100 

当該被保険者が

国民健康保険法

第59条の規定に

該当した日の属

する月から該当

しなくなった日

の属する月の前

月までの国民健

康保険税につい

て適用する。 
所得減少

世帯 
世帯主又はその世帯に属する被保険者が災害、

負傷、疾病、失業（定年退職、自己の都合による

退職その他のあらかじめ予測できた事由によるも

のは除く。）又は事業の倒産若しくは廃止により、

総所得金額等が著しく減少した世帯（条例第9条の

2の規定の適用を受ける世帯、前年中の世帯主等の

総所得金額等が1,000万円以上の世帯及び当該年

中の世帯主等の総所得金額等が210万円以上の単

身世帯（複数世帯にあっては210万円に被保険者

（納税義務者を除く。）1人当たり70万円を加え

た額以上の世帯）を除く。）であって、次の各号

のいずれかに該当するもの 

  申請をした日以

後に到来する納

期に納付する当

該年度の国民健

康保険税（特別 

徴収に係るもの

にあっては、普 

通徴収の方法に

よって徴収する

こととしたなら

ば申請をした日

以後に到来する

納期に納付する

こととなる当該

年度の国民健康

保険税）（随時 

課税するものを

含む。）につい 

て適用する。 

(1) 前年中の世帯主等の総所得金額等に比し、

当該年中における世帯主等の総所得金額等

の見込み額（以下「世帯主等の見込総所得金

額等」という。）の減少する割合が4割以上5
割未満である世帯 

所得割額の100分の

40 

 (2) 前年中の世帯等の総所得金額等に比し、当

該年中における世帯主等の見込総所得金額

所得割額の100分の

50 
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等の減少する割合が5割以上6割未満である

世帯 
 (3) 前年中の世帯主等の総所得金額等に比し、

当該年中における世帯主等の見込総所得金

額等の減少する割合が6割以上7割未満であ

る世帯 

所得割額の100分の

60 
 

(4) 前年中の世帯主等の総所得金額等に比し、

当該年中における世帯主等の見込総所得金

額等の減少する割合が7割以上8割未満であ

る世帯 

所得割額の100分の

70 

(5) 前年中の世帯主等の総所得金額等に比し、

当該年中における世帯主等の見込総所得金

額等の減少する割合が8割以上である世帯 

所得割額の100分の

80 

生活困窮

世帯 
前年中の世帯主等の総所得金額等及び当該年

中における世帯主等の見込総所得金額等が、単身

世帯にあっては130万円以下、複数世帯にあって

は200万円以下であって、申請日における預金及

び貯金の合計額が、単身世帯にあっては65万円以

下、複数世帯にあっては100万円以下の世帯（条

例第9条の2又は第21条第1項の規定の適用を受け

る世帯、所得減少世帯の区分に該当する世帯、世

帯主等が固定資産を所有している世帯及び国民健

康保険税を滞納している世帯を除く。） 

均等割額の100分の

10 
申請をした日以

後に到来する納

期に納付する当

該年度の国民健

康保険税（特別 

徴収に係るもの

にあっては、普 

通徴収の方法に

よって徴収する

こととしたなら

ば申請をした日

以後に到来する

納期に納付する

こととなる当該

年度の国民健康

保険税）（随時 

課税するものを

含む。）につい 

て適用する。 
特別な事

情がある

世帯 

法第59条該当世帯、所得減少世帯及び生活困窮

世帯の区分に該当する世帯を除くほか、条例第24
条第1項第3号に該当する世帯として市長が認め

るもの 

市長が必要と認める

割合 
  

様式省略 
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○さいたま市国民健康保険財政調整基金条例 
平成30年３月26日 

条例第10号 
（設置） 

第１条 国民健康保険税負担の年度間の平準化及び国民健康保険財政の健全な運営を図るため、さ

いたま市国民健康保険財政調整基金（以下「基金」という。）を設置する。 
（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。 
（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ

ればならない。 
２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 
第４条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 
（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、

基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。 
（処分） 

第６条 基金は、国民健康保険税負担の年度間の平準化及び国民健康保険財政の健全な運営に必要

な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。 
（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（さいたま市国民健康保険保険給付費支払基金条例の廃止） 
２ さいたま市国民健康保険保険給付費支払基金条例（平成13年さいたま市条例第91号）は、廃止

する。 
（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前のさいたま市国民健康保険保険給

付費支払基金条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み

立てられた基金とみなす。 
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○さいたま市国民健康保険高額療養費資金貸付規則 
平成13年５月１日 

規則第130号 
（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市国民健康保険の被保険者（以下「被保険者」という。）が国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）第57条の２に規定する高額療養費（以下「高額療養費」とい

う。）の支給対象となる療養を受けた場合における当該被保険者に係る療養に必要な資金（以下

「資金」という。）の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。 
（貸付けの対象） 

第２条 資金は、被保険者（国民健康保険法第９条第６項に規定する被保険者資格証明書を交付さ

れている者を除く。以下同じ。）の世帯主に対して貸し付けるものとする。 
（一部改正〔平成17年規則52号〕） 

（貸付けの要件） 
第３条 市長は、資金を借り受けようとする世帯主が次に掲げる要件に該当すると認める場合に資

金を貸し付けるものとする。 
(1) 当該世帯主の被保険者に係る療養について高額療養費の支給を受ける確実な見込みがある

こと。 
(2) 当該世帯主の資金のみでは当該療養に係る医療費の支払が困難であること。 
（貸付金の額） 

第４条 貸付金の額は、当該療養について支給が見込まれる高額療養費の額の10分の９以内とし、

1,000円未満の額はこれを切り捨てるものとする。 
（利子） 

第５条 貸付金には、利子を付さない。 
（申込み） 

第６条 資金を借り受けようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費資金借受申込書（様式第１

号）に医療機関の発行した当該療養に要した保険診療分を把握できる請求書又は領収書及びさい

たま市国民健康保険被保険者証を添えて申し込まなければならない。 
２ 前項の規定に基づく資金の借受けの申込みは、当該療養に係る高額療養費の支給の申請と同時

に行うものとする。 
（貸付けの可否） 

第７条 市長は、前条の規定に基づく資金の借受けの申込みを受けた場合は、これを審査し、貸付

けの可否を決定するものとする。 
（資金の交付等） 

第８条 前条の規定に基づき資金の貸付けを受けることとなった世帯主は、当該療養に係る高額療

養費の受領及び貸付金の償還に係る委任状（様式第２号）を市長に提出するものとする。 
２ 市長は、前項に規定する委任状の提出があったときは、資金を交付するものとする。 

（償還等） 
第９条 当該療養に係る高額療養費をもって貸付金の償還に充てるものとする。 
２ 前項の場合において過不足を生じたときは、超過額については市長はその超過額を当該世帯主

に返還するものとし、不足額については当該世帯主はその不足額を市長が指定する期日までに納

付しなければならない。 
（取消し等） 

第10条 市長は、当該世帯主が偽りの申込みその他不正の行為により資金を借り受けた場合は、第
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７条の規定に基づく資金の貸付けの決定を取り消すものとし、国民健康保険高額療養費資金貸付

決定取消通知書（様式第３号）により当該世帯主に通知する。 
２ 前項の規定により取消しの通知を受けた当該世帯主は、市長が指定する期日までに当該貸付金

を市長に返還しなければならない。 
（その他） 

第11条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市国民健康保険高額療養費資金貸付規則（昭

和52年浦和市規則第13号）又は与野市国民健康保険高額療養費つなぎ資金貸付要綱（昭和52年与

野市制定）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によ

りなされたものとみなす。 
附 則（平成17年３月30日規則第52号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 
附 則（令和３年３月31日規則第32号） 

（施行期日） 
１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式につ

いては、当分の間、使用することができる。 
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○さいたま市国民健康保険出産費資金貸付規則 
平成13年９月28日 

規則第268号 
第１条 この規則は、さいたま市国民健康保険条例（平成13年さいたま市条例第185号）第６

条の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるさいたま市国民健康保険の

被保険者（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第９条第６項に規定する被保険者資格

証明書を交付されている者を除く。）（以下「被保険者」という。）の出産に要する費用を

支払うために必要な資金（以下「出産費資金」という。）の貸付けに関し必要な事項を定め

るものとする。 
（一部改正〔平成21年規則92号〕） 

（貸付けの対象） 
第２条 出産費資金は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して貸し付けるものとする。 

（一部改正〔平成17年規則51号・21年92号〕） 
（貸付けの要件） 

第３条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかの要件に該当し、かつ、国民健康保険出産費

資金貸付けに関する同意書（様式第１号。第６条において「同意書」という。）を提出した

ときは、出産費資金を貸し付けるものとする。 
(1) 出産予定日まで１月以内の場合 
(2) 妊娠４月以上で当該妊娠に係る出産に要する費用について医療機関等から請求を受け

た場合 
（一部改正〔平成21年規則92号〕） 

（貸付金の額） 
第４条 貸付金の額は、出産育児一時金支給見込額の10分の８以内とし、１万円未満の額はこ

れを切り捨てるものとする。 
（利子） 

第５条 貸付金には、利子を付さない。 
（申込み） 

第６条 出産費資金を借り受けようとする世帯主は、さいたま市国民健康保険被保険者証を提

示し、国民健康保険出産費資金借受申込書（様式第２号）に同意書及び次の各号に掲げる被

保険者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。 
(1) 第３条第１号に掲げる要件に該当する者 出産予定日まで１月以内であることを証明

する書類 
(2) 第３条第２号に掲げる要件に該当する者 妊娠４月以上であることを証明する書類及

び出産に要する費用が記載された医療機関等の請求書 
（一部改正〔平成21年規則92号〕） 

（貸付けの決定） 
第７条 市長は、前条の規定による出産費資金の借受けの申込みがあったときは、速やかにそ

の内容を審査し、貸付けの可否及び額を決定するものとする。 
２ 前項の規定により貸付けの可否及び額を決定したときは、国民健康保険出産費資金貸付可

否決定通知書（様式第３号）により前条の規定により申込みをした者（第11条第１項におい

て「申込者」という。）に通知するものとする。 
（一部改正〔平成21年規則92号〕） 

（出産費資金の交付） 
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第８条 前条第２項の規定により貸付けの決定を受けた者（以下「借受人」という。）は、国

民健康保険出産費資金借用書（様式第４号）を市長に提出し、出産費資金の交付を受けるも

のとする。 
（一部改正〔平成21年規則92号〕） 

（貸付期間） 
第９条 貸付期間は、当該貸付けに係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただ

し、出産の日から２週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する

日までとする。 
（貸付金の返還） 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、借受人に対し、直ちに

貸付金の全額を返還させるものとする。 
(1) 被保険者が被保険者資格を喪失したとき。 
(2) 偽りその他不正の行為により貸付けを受けたとき。 
(3) 第３条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。 

２ 市長は、前項の規定により貸付金を返還させるときは、国民健康保険出産費資金貸付金取

消通知書（様式第５号）により通知するものとする。 
（一部改正〔平成21年規則92号〕） 

（償還方法等） 
第11条 申込者は、貸付けの申込みの際、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時

金と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約（以下「相殺契約」とい

う。）の申込みを行うものとする。 
２ 前項に規定する相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、貸付けの決定を通知することに

より行われたものとみなす。 
３ 市長は、当該相殺契約により出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対

当額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。 
４ 市長は、借受人が貸付金を償還し、又は返還したときは、当該貸付金に係る国民健康保険

出産費資金借用書を遅滞なく返還するものとする。 
（届出義務） 

第12条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに国民健康保険出産費資金

借受人変更届（様式第６号）により市長に届け出なければならない。 
(1) 住所又は氏名を変更したとき。 
(2) 前号に定めるもののほか、申込事項に変更があったとき。 

（一部改正〔平成21年規則92号〕） 
（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める 
附 則 

この規則は、平成13年10月１日から施行する。 
附 則（平成17年３月30日規則第51号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 
附 則（平成21年８月28日規則第92号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和３年３月31日規則第32号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式

については、当分の間、使用することができる。 
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